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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
兵
庫
津
の
諸
問
屋
に
つ
い
て
、
宝
塚
市
立
中
央
図
書
館
市
史
資
料
室
所

蔵
の
車
田
家
文
書
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
営
業
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
い
る
。

　

兵
庫
津
の
問
屋
は
商
船
が
積
ん
で
き
た
多
様
な
商
品
を
一
手
に
引
き
受
け
る
営
業

形
態
で
、
特
定
の
商
品
だ
け
を
取
り
扱
う
専
業
問
屋
化
が
進
ま
ず
、
後
に
諸
問
屋
と

よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　（1）
。
諸
問
屋
が
商
船
と
取
引
し
て
商
品
を
一
括
し
て
引
き

取
り
、
仲
買
が
こ
れ
を
品
目
別
に
購
入
す
る
と
い
う
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

兵
庫
津
の
諸
問
屋
に
つ
い
て

　（2）
、
江
戸
時
代
都
市
部
の
商
業
組
織
を
研
究
し
た
宮

本
又
次
氏
は
、
各
種
の
物
品
を
扱
う
「
諸
物
品
問
屋
」
に
属
す
る
形
態
で
、
明
和
六

年
に
兵
庫
津
が
幕
府
領
と
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
諸
問
屋
株
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
、

各
国
の
船
が
積
ん
で
来
た
諸
商
品
を
委
託
販
売
す
る
業
態
で
、
そ
の
相
手
は
穀
物
仲

買
・
干
鰯
仲
買
な
ど
の
仲
買
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
尾

州
廻
船
・
内
海
船
と
の
関
わ
り
か
ら
兵
庫
津
の
問
屋
業
に
ふ
れ
る
斎
藤
善
之
氏
の
研

究
、
大
坂
と
の
利
害
関
係
か
ら
兵
庫
津
商
業
の
発
展
や
流
通
機
構
の
変
遷
、
都
市
兵

庫
津
の
盛
衰
を
た
ど
る
中
部
よ
し
子
氏
の
研
究
が
あ
る
。
た
だ
し
兵
庫
津
の
問
屋
そ

れ
自
体
を
取
り
あ
げ
た
専
論
は
な
く
、
斎
藤
氏
・
中
部
氏
以
降
は
研
究
の
大
き
な
進

展
が
み
ら
れ
な
い
。
仲
間
組
織
や
尾
州
廻
船
と
の
取
引
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
展
し

て
き
た
一
方
で
、
兵
庫
津
の
諸
問
屋
の
経
営
実
態
の
解
明
が
手
薄
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
般
的
に
、
流
通
の
中
継
拠
点
で
あ
る
都
市
や
港
町
で
は
、
問
屋
や
仲
買
と
よ
ば

れ
る
商
人
が
商
品
流
通
の
中
核
を
担
う
が
、
そ
の
存
在
形
態
は
都
市
ご
と
取
り
扱
い

品
目
ご
と
に
多
様
な
あ
り
方
を
示
す

　（3）
。
大
坂
と
競
合
し
な
が
ら
経
済
発
展
を
と
げ

た
兵
庫
津
の
商
慣
行
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
史
料
か
ら
そ
の
実
態
を
描
き
出
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

車
田
家
文
書
と
は
、
兵
庫
津
新
町
の
商
人
、
車
屋
五
兵
衛
家
の
商
家
経
営
文
書
で

あ
る
。
車
屋
五
兵
衛
家
は
、
尾
州
廻
船
と
取
引
す
る
兵
庫
津
の
有
力
な
問
屋
と
し
て

広
く
知
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
　（4）
。
車
田
家
文
書
は
数
百
点
程
度
の
史
料
点
数
で
決
し

て
大
き
な
史
料
群
で
は
な
い
が
、
そ
の
価
値
は
と
て
も
大
き
い

　（5）
。

　

本
稿
で
は
こ
の
車
田
家
文
書
を
手
が
か
り
に
、
兵
庫
津
諸
問
屋
車
屋
五
兵
衛
家
の

営
業
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
兵
庫
津
の
諸
問
屋
の
中
に
は
北
風
荘
右
衛
門
の
よ
う

に
自
家
の
廻
船
を
所
有
し
廻
船
経
営
に
も
進
出
し
た
商
人
も
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ

れ
ら
の
事
例
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
。
研
究
蓄
積
の
と
ぼ
し
か
っ
た
兵
庫
津
の
商

家
研
究
に
資
す
る
基
礎
的
な
情
報
を
提
示
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
車
屋
五
兵
衛
家

と
い
う
一
個
別
経
営
の
経
営
実
態
を
提
示
し
た
い
。
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（
１
）　

兵
庫
津
諸
問
屋
の
仲
間
組
織

　

本
章
で
は
、
諸
問
屋
を
営
ん
だ
車
田
五
兵
衛
家
の
資
料
を
読
み
解
く
前
提
と
し
て
、

兵
庫
津
諸
問
屋
の
仲
間
組
織
の
あ
り
方
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

江
戸
時
代
の
兵
庫
津
は
、
流
通
経
済
の
発
展
を
背
景
に
、
瀬
戸
内
航
路
〜
太
平
洋

航
路
へ
の
積
み
替
え
港
（
中
継
港
）
と
し
て
繁
栄
し
た
。
兵
庫
津
の
諸
問
屋
は
、
西

国
諸
国
や
北
国
の
物
資
が
集
散
す
る
兵
庫
津
で
、
船
が
積
ん
で
き
た
諸
商
品
を
委
託

販
売
す
る
商
人
で
あ
る

　（6）
。
米
や
干
鰯
を
は
じ
め
と
し
た
「
諸
種
の
商
品
」
を
取
り

扱
う
こ
と
が
特
徴
で
、
委
託
販
売
の
相
手
は
穀
物
仲
買
や
干
鰯
仲
買
で
あ
っ
た
。

　

諸
問
屋
の
先
駆
け
は
、
中
世
兵
庫
津
の
問
丸
だ
と
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
前
期
、
延

宝
年
間
（
一
六
七
三
〜
一
六
八
一
）
に
は
、
摂
津
灘
目
の
村
々
で
問
屋
商
い
を
す
る

も
の
が
増
え
た
こ
と
を
受
け
て
、
こ
れ
ら
の
営
業
規
制
を
領
主
（
尼
崎
藩
主
）
に
願

い
出
た

　（7）
。
尼
崎
藩
は
大
坂―

兵
庫
津
間
の
浦
々
で
の
問
屋
商
売
を
停
止
さ
せ
る
と

と
も
に
、
兵
庫
津
の
問
屋
一
三
六
軒
を
「
問
屋
商
売
」
と
し
て
免
許
し
た
と
い
う
。

江
戸
時
代
前
期
の
兵
庫
津
は
、
大
坂
が
商
業
都
市
と
し
て
繁
栄
し
た
影
響
を
受
け
て

一
時
衰
退
し
た
も
の
の
、
尼
崎
藩
の
保
護
の
も
と
で
、
港
湾
と
市
場
の
機
能
を
持
つ

港
町
と
し
て
機
能
し
て
い
た

　（8）
。

　

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）、
幕
府
は
、
尼
崎
藩
領
だ
っ
た
武
庫
郡
今
津
村
〜
八
部
郡

兵
庫
津
の
海
岸
部
を
幕
府
領
と
し
て
上
知
し
た
。
兵
庫
津
の
問
屋
は
上
知
後
す
ぐ
に

諸
問
屋
株
仲
間
の
認
可
を
願
い
出
た
も
の
の
、
八
年
十
二
月
に
江
戸
・
大
坂
の
商
人

三
名
に
兵
庫
津
諸
問
屋
株
一
二
〇
株
が
許
可
さ
れ
た

　（9）
。
こ
れ
は
、
江
戸
・
大
坂
の
商

人
が
兵
庫
津
よ
り
多
い
冥
加
銀
額
を
提
示
し
て
出
願
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
（
七

年
六
月
出
願
）、
兵
庫
津
諸
問
屋
は
こ
の
株
を
銀
七
〇
貫
目
で
買
い
取
り
、
同
九
年

（
＝
安
永
元
、
一
七
七
二
）
に
兵
庫
津
諸
問
屋
株
一
二
一
軒
が
許
可
さ
れ
た
。

　

株
仲
間
と
は
、
商
工
業
者
に
よ
る
独
占
的
な
同
業
者
組
織
で
あ
る
。
株
仲
間
は
さ

ま
ざ
ま
な
申
し
合
わ
せ
を
行
い
、
加
入
者
が
守
る
べ
き
仲
間
規
約
を
取
り
決
め
た
。

株
と
は
職
業
上
・
営
業
上
の
権
利
を
さ
す
用
語
で
、
株
を
持
つ
（
株
仲
間
へ
の
加
入

を
認
め
ら
れ
た
）
も
の
だ
け
が
そ
の
商
い
を
営
む
こ
と
が
で
き
た
。
兵
庫
津
の
諸
問

屋
仲
間
で
も
規
約
を
作
っ
て
お
り
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
十
月
の
「
諸
問
屋

仲
間
定
書
」が
伝
わ
っ
て
い
る

　（10）
。
こ
の
「
諸
問
屋
仲
間
定
書
」
は
全
十
八
か
条
で
、

公
儀
法
度
を
守
る
こ
と
、
兵
庫
津
諸
問
屋
が
取
り
扱
え
な
い
商
品
の
こ
と
、
無
株
の

も
の
に
よ
る
問
屋
商
い
の
禁
止
、
す
で
に
他
の
諸
問
屋
の
顧
客
に
な
っ
て
い
る
客
船

と
は
新
規
取
引
し
な
い
こ
と
な
ど
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　

天
保
の
改
革
に
よ
り
同
十
三
年
に
株
仲
間
停
止
が
始
ま
り
、
兵
庫
津
の
諸
問
屋
は

諸
国
諸
荷
物
諸
問
屋
（
諸
国
諸
荷
物
諸
払
屋
）
と
改
称
し
た
。
株
仲
間
停
止
に
よ
っ

て
問
屋
商
い
に
新
規
参
入
し
や
す
く
な
り
、
旧
来
は
大
坂
商
人
し
か
取
り
扱
え
な
か

っ
た
砂
糖
を
扱
う
も
の
が
現
れ
た
り
、
廻
船
側
が
取
引
先
の
問
屋
を
変
え
た
り
す
る

な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
取
引
慣
行
と
は
異
な
る
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
株
仲
間
停
止
令
廃
止
に
よ
り
兵
庫
津
の
株
仲
間
も
再

興
さ
れ
た
。
再
興
後
の
兵
庫
津
諸
問
屋
は
九
四
軒
で
、
株
仲
間
停
止
の
時
期
に
新
規

参
入
し
た
「
無
株
」
の
問
屋
が
仲
間
加
入
を
願
い
出
る
動
き
が
起
き
て
い
る
。

（
２
）　

天
保
以
前
の
仲
間
規
則

　

前
節
で
触
れ
た
と
お
り
、
兵
庫
津
諸
問
屋
仲
間
の
規
則
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
二

年
十
月
の
「
諸
問
屋
仲
間
定
書
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
明
和
九
年
に
諸
問
屋
一
二
一

株
が
株
仲
間
と
し
て
認
可
さ
れ
た
頃
に
は
何
ら
か
の
規
則
・
規
範
の
よ
う
な
も
の
が

あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
が
、
具
体
的
な
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

１　

兵
庫
津
諸
問
屋
の
仲
間
組
織
と
仲
間
規
則
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こ
こ
で
は
、
車
田
家
文
書
に
残
さ
れ
た
次
の
二
点
の
資
料
か
ら
、
明
和
九
年
か
ら

天
保
年
間
の
約
七
十
年
の
取
引
慣
行
を
整
理
し
て
お
き
た
い

　（11）
。

　

資
料
１　
　
　

一
札

　
　

一
私
先
々
代
善
右
衛
門
義
、
尾
州
紀
州
両
国
之
内
、
内
海
・
西
端
・
東
端
・
師

崎
・
大
泊
・
久
村
・
中
須
・
熊
野
浦
ニ
御
客
馴
染
有
之
候
ニ
付
、
安
永
年
中

御
仲
間
加
入
之
儀
願
出
候
砌
、
右
客
浦
之
問
屋
六
軒
之
衆
中
よ
り
巨
障
被
申

立
、
加
入
難
相
成
候
処
、
段
々
御
断
申
上
、
右
客
方
よ
り
被
積
登
候
米
穀
之

外
荷
物
へ
一
切
相
携
申
間
敷
候
、
尚
至
後
年
、
米
穀
類
を
も
右
六
軒
之
問
屋

ニ
て
売
被
申
候
共
、
一
言
之
子
細
申
間
敷
段
、
証
文
差
入
候
ニ
付
、
御
聞
届
被

成
下
、
願
之
通
御
仲
間
加
入
被
成
下
、
是
迄
相
続
仕
来
候
中
、
右
枢
機
ヲ
持

　
　
　
　

尾
州　

大
野　

常
滑　

大
谷　

野
間　

小
之
浦　

吹
越　

須
佐　

日
間
賀

　
　
　
　
　
　
　

大
井　

富
貴　

半
田　

亀
崎

　
　
　
　

三
州　

鶴
ヶ
崎　
　

勢
州　

村
松

　
　
　

右
之
通
、
先
規
之
外
御
客
先
相
増
候
度
毎
ニ
、
前
年
之
規
矩
ヲ
以
、
米
穀
類

者
私
方
支
配
仕
、
其
外
諸
荷
物
当
時
座
古
屋
兼
太
郎
殿
・
車
屋
五
兵
衛
殿
両

家
ニ
て
致
支
配
被
来
候
折
節
、
此
度
私
勝
手
ニ
付
前
願
御
客
先
不
残
米
屋
清

兵
衛
殿
へ
預
ヶ
度
段
、
御
仲
間
へ
願
出
候
廉
、
右
両
人
へ
及
対
談
候
処
、
米

屋
清
兵
衛
殿
御
客
先
淡
路
船
所
業
之
儀
者
尾
州
船
似
寄
之
荷
扱
ニ
付
、
紛
敷

旨
被
申
立
、
容
易
承
知
無
之
段
御
尤
ニ
奉
存
候
、
此
度
之
儀
者
全
米
屋
清
兵

衛
殿
へ
諸
事
支
配
相
願
候
の
み
ニ
て
、
是
迄
之
通
御
客
人
不
残
私
方
ニ
止
宿

被
致
候
ニ
付
、
右
御
客
人
者
不
及
申
、
先
規
仕
来
通
以
後
右
同
国
新
客
之
荷

物
た
り
と
も
、
米
穀
之
外
為
相
携
申
間
敷
旨
申
入
、
対
談
行
届
候
ニ
付
、
願

之
通
御
聞
届
被
成
下
忝
奉
存
候
、
為
後
証
一
札
仍
而
如
件

　
　
　
　

天
保
十
亥
年　
　
　

渡
海
屋　

善
右
衛
門

　
　

前
書
善
右
衛
門
願
之
通
供
々
御
願
申
上
候
処
、
御
承
知
被
下
忝
奉
存
候
、
然
ル

上
者
先
規
仕
来
之
廉
ヲ
以
、
右
御
客
先
之
儀
者
不
及
申
、
同
国
新
規
之
御
客
船

た
り
と
も
米
穀
之
外
相
携
申
間
敷
候
、
勿
論
後
々
年
至
り
右
両
家
ニ
て
米
穀
商

内
被
致
候
と
も
、
一
言
之
妨
申
間
敷
候
、
若
不
筋
之
儀
有
之
節
者
、
株
札
御
取

放
被
成
候
と
も
一
言
之
子
細
申
間
敷
候
、
為
後
日
奥
書
如
件

　
　
　
　

―
―
―
―

　
　
　
　

米
屋　
　

清
兵
衛

　
　

右
之
通
対
談
仕
候
儀
、
相
違
無
御
座
候
ニ
付
奥
印
仕
候
処
、
尚
無
違
失
可
相
守

段
被
仰
付
、
右
写
書
御
下
ヶ
被
成
下
難
有
奉
畏
候
、
以
上

　
　
　
　

―
―
―
―

　
　
　
　

座
古
屋　

兼
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
判　

権
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

車
屋　
　

五
兵
衛

　
　

諸
問
屋　

御
年
寄
衆
中

　
　
　
　
　
　

御
年
行
司
衆
中

　

こ
の
資
料
は
、
兵
庫
津
諸
問
屋
の
渡
海
屋
善
右
衛
門
が
諸
問
屋
仲
間
に
差
し
入
れ

た
証
文
で
、
同
家
の
顧
客
と
取
り
扱
え
る
積
荷
の
種
類
に
つ
い
て
関
係
者
と
対
談
し

た
事
項
と
そ
の
結
論
（
以
下
ａ
〜
ｄ
）
が
書
か
れ
て
い
る
。
渡
海
屋
善
右
衛
門
は
安

永
期
に
は
兵
庫
津
諸
問
屋
仲
間
の
惣
代
を
務
め
た
有
力
問
屋
で
あ
り
、
尾
州
廻
船
・

内
海
船
が
兵
庫
津
で
取
引
す
る
際
の
拠
点
問
屋
に
な
っ
て
い
た

　（12）
。

　
（ａ
）安
永
年
間
に
渡
海
屋
（
私
先
々
代
善
右
衛
門
）
が
仲
間
加
入
を
願
い
出
た
時

に
、「
内
海
・
西
端
・
東
端
・
師
崎
・
大
泊
・
久
村
・
中
須
・
熊
野
浦
」（
右
客
方
）

を
顧
客
と
す
る
問
屋
六
軒
か
ら
差
し
障
り
を
申
し
立
て
ら
れ
た
の
で
、
約
束
事
を
取

り
決
め
た
証
文
を
差
し
入
れ
て
仲
間
加
入
が
認
め
ら
れ
た
。
取
り
決
め
の
内
容
は
、

①
右
客
方
か
ら
積
み
登
っ
て
き
た
米
穀
以
外
は
扱
わ
な
い
、
②
米
穀
類
を
六
軒
の
問

屋
が
取
り
扱
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
異
議
を
申
し
立
て
な
い
、
の
二
点
で
あ
っ
た
。
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（
ｂ
）そ
の
後
、
私
方
（
渡
海
屋
）
の
顧
客
が
増
え
る
た
び
ご
と
に
、「
前
年
の
規

矩
」
の
と
お
り
米
穀
類
だ
け
を
渡
海
屋
が
取
り
扱
い
、
そ
の
他
の
諸
荷
物
は
座
古
屋

兼
太
郎
・
車
屋
五
兵
衛
が
取
り
扱
っ
て
き
た
。

　
（ｃ
）こ
の
た
び
荷
物
の
取
り
扱
い
を
米
屋
清
兵
衛
に
頼
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

「
尾
州
廻
船
の
業
態
が
、
す
で
に
米
屋
の
顧
客
に
な
っ
て
い
る
淡
路
船
と
類
似
し
て
い

て
紛
ら
わ
し
い
」
と
い
う
理
由
で
、
座
古
屋
・
車
屋
か
ら
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
。

　
（
ｄ
）荷
物
な
ど
の
取
り
扱
い
先
を
米
屋
に
頼
む
件
に
つ
い
て
、
客
人
の
宿
泊
は
従

来
通
り
私
方
（
渡
海
屋
）
と
す
る
。
顧
客
・
積
荷
に
つ
い
て
は
「
先
規
仕
来
り
」
の

と
お
り
尾
張
・
三
河
・
伊
勢
の
新
規
客
や
積
荷
で
あ
っ
て
も
、
米
穀
の
ほ
か
は
取
り

扱
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

こ
の
資
料
か
ら
、
天
保
十
年
頃
の
兵
庫
津
の
諸
問
屋
仲
間
で
は
、
①
新
規
開
業
す

る
と
き
は
諸
問
屋
仲
間
へ
の
加
入
を
届
け
出
る
（
諸
問
屋
株
を
取
得
す
る
）、
②
顧

客
や
取
り
扱
い
に
つ
い
て
他
の
諸
問
屋
と
競
合
し
な
い
よ
う
に
す
み
分
け
る
、
と
い

う
取
引
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
慣
行
は
渡
海
屋
が
諸
問
屋
に
加
入
し

よ
う
と
し
た
安
永
年
間
に
は
す
で
に
成
立
し
て
お
り

　（13）
、
天
保
年
間
に
至
っ
て
も
な

お
効
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

諸
問
屋
は
船
宿
業
務
を
兼
ね
て
お
り
、
港
に
入
っ
た
客
人
（
廻
船
の
船
頭
た
ち
）

を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
資
料
１
で
は
荷
物
の
取
り
扱
い
は
米
屋
清
兵

衛
、
客
人
の
宿
泊
は
渡
海
屋
善
右
衛
門
と
い
う
妥
協
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本

来
で
あ
れ
ば
、
客
人
（
廻
船
の
船
頭
た
ち
）
を
宿
泊
さ
せ
る
船
宿
業
務
は
、
当
該
廻

船
の
積
み
荷
を
取
り
扱
う
権
利
に
付
随
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
資
料
中
に
は
、
諸
問
屋
の
取
引
慣
行
に
つ
い
て
「
先
規
」
と
「
前
年
の
規

矩
」
二
種
類
の
用
語
が
出
て
く
る
。「
先
規
」
と
は
前
か
ら
の
慣
習
や
取
り
決
め
、

「
規
矩
」
と
は
規
則
や
行
動
規
範
を
表
す
用
語
で
あ
る
。
こ
の
「
前
年
の
規
矩
」
と

い
う
語
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
次
の
資
料
を
見
て
お
き
た
い

　（14）
。

　

資
料
２　
　
　

乍
憚
口
上

　
　

一
私
方
客
船
尾
州
知
多
郡
富
貴
村
田
中
平
右
衛
門
殿
、
先
月
廿
七
日
干
鰯
并
ニ

〆
粕
被
積
登
商
内
仕
候
、
外
ニ
荏
種
菜
種
少
々
被
積
登
候
由
ニ
付
相
尋
候
処
、

平
右
衛
門
殿
被
申
候
ニ
ハ
、
右
者
升
も
の
ゝ
義
、
磯
之
町
渡
海
屋
豊
次
郎
方

ハ
段
々
零
落
之
上
、
当
季
米
穀
不
引
合
ニ
て
、
売
買
共
甚
淋
敷
相
歎
居
候
間
、

右
両
品
者
同
人
方
ニ
て
商
内
為
致
呉
候
様
ニ
御
頼
談
御
座
候
、
客
人
之
義
難

黙
止
候
へ
共
、
左
様
成
行
申
候
て
者
前
年
之
規
矩
相
立
不
申
候
間
、
如
何
ニ

候
得
者
、
此
度
之
品
ニ
限
渡
海
屋
方
へ
口
銭
相
納
候
様
可
仕
候
、
乍
去
仕
切

書
之
儀
者
下
拙
名
前
歟
又
者
両
名
之
仕
切
ニ
も
可
致
様
御
答
申
置
候
、
其
後

承
り
候
へ
者
右
之
品
渡
海
屋
豊
次
郎
殿
ニ
て
商
内
被
致
候
ニ
付
、
同
人
へ
及

駈
合
候
処
、
右
平
右
衛
門
船
之
儀
前
年
初
発
入
船
之
砌
よ
り
三
州
鍋

等
商

内
致
来
候
義
も
有
之
、
此
度
之
義
ハ
聊
之
商
内
ニ
候
へ
者
、
左
様
不
被
申
と

も
宜
敷
哉
抔
と
、
一
円
訳
立
候
義
不
被
申
呉
候
ニ
付
、
不
得
止
事
書
付
ヲ
以

左
ニ
御
伺
奉
申
候

　
　
　
　

右
平
右
衛
門
殿
最
初
入
船
之
義
者
、
凡
弐
拾
ヶ
年
余
以
前
、
尾
州
内
海
何

某
枢
機
ヲ
以
渡
海
屋
方
ヘ
入
舟
被
致
候
へ
と
も
、
安
永
年
中
之
規
矩
ヲ
以

米
穀
之
外
荷
物
者
初
発
よ
り
下
拙
方
ニ
て
売
買
と
も
商
内
仕
来
罷
在
候
、

尤
前
書
奉
申
上
候
通
り
鍋

商
内
致
来
候
様
被
申
居
候
へ
と
も
、
右
者
全

三
州
外
客
方
鋳
物
屋
よ
り
仕
送
り
之
品
ニ
て
平
右
衛
門
殿
商
内
物
ニ
者
無

之
、
同
船
運
賃
積
ニ
て
魚
棚
町
石
屋
吉
兵
衛
殿
へ
送
り
付
ニ
相
成
居
候
様

相
心
得
申
候
ニ
付
、
是
迄
穿
鑿
者
不
仕
候
、
既
前
書
之
通
米
穀
之
外
荷
物

之
儀
者
最
初
よ
り
下
拙
方
ニ
て
商
致
来
候
義
ニ
御
座
候
処
、
右
様
自
侭
ニ

商
内
被
致
候
て
者
、
末
々
ニ
至
、
規
矩
混
雑
可
仕
候
と
歎
ヶ
敷
奉
存
候
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右
之
通
自
侭
商
内
被
致
候
て
者
前
年
之
規
矩
取
離
候
哉
ニ
懸
意
仕
、
甚
歎
ヶ
敷

奉
存
候
ニ
付
、
書
付
ヲ
以
御
伺
奉
申
上
候
、
此
段
幾
重
ニ
も
御
深
考
被
成
下
、

末
□
争
論
等
無
之
安
堵
之
所
業
出
来
候
様
、
御
賢
慮
之
御
差
図
被
仰
付
被
下
候

へ
者
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

　
　

天
保
十
二
丑
年
十
二
月
十
一
日　
　
　

車
屋　

五
兵
衛
（
印
）

　
　

諸
問
屋　

御
年
寄
中

　
　
　
　
　
　

御
年
行
司
中

　

こ
の
資
料
は
、
車
屋
五
兵
衛
の
顧
客
で
あ
っ
た
田
中
平
右
衛
門
船
（
尾
州
知
多
郡

富
貴
村
）
の
積
荷
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
兵
庫
津
諸
問
屋
の
車
屋
五
兵
衛
が
諸
問

屋
仲
間
に
訴
え
出
た
口
述
書
で
あ
る
。
田
中
平
右
衛
門
は
、
積
み
荷
の
う
ち
「
荏
種

菜
種
」（
エ
ゴ
マ
の
種
と
ア
ブ
ラ
ナ
の
種
）
に
つ
い
て
、
渡
海
屋
豊
次
郎
に
取
り
扱
い

を
委
託
し
た
い
旨
を
車
屋
五
兵
衛
に
申
し
出
た
。
田
中
平
右
衛
門
船
と
渡
海
屋
豊
次

郎
と
の
荏
種
菜
種
取
引
を
車
屋
が
認
知
し
た
の
は
天
保
十
二
年
十
一
月
二
七
日
頃
、

先
述
の
「
諸
問
屋
仲
間
定
書
」
が
定
め
ら
れ
た
翌
月
で
あ
る
。

　

こ
の
申
し
出
に
つ
い
て
車
屋
は
、「
安
永
年
中
の
規
矩
を
以
っ
て
、
米
穀
の
外
荷

物
は
初
発
よ
り
下
拙
（
車
屋
）
方
に
て
売
買
と
も
商
内
仕
来
り
罷
り
在
り
候
」
と
主

張
し
て
い
る
。
田
中
平
右
衛
門
船
の
積
み
荷
の
う
ち
「
米
穀
の
外
荷
物
」
は
車
屋
が

取
り
扱
う
べ
き
商
品
で
、
そ
の
根
拠
は
「
安
永
年
中
（
一
七
七
二
〜
一
七
八
一
）
の

規
矩
」
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。「
初
発
よ
り
」
と
は
「
右
平
右
衛
門
殿
最
初
入
船

の
義
は
凡
弐
拾
ヶ
年
余
り
以
前
」
と
同
義
で
、
田
中
平
右
衛
門
と
車
屋
と
の
取
引
が

始
ま
っ
た
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
頃
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
口
述
書
か
ら
、
兵
庫
津
の
諸
問
屋
仲
間
が
認
め
ら
れ
た
直
後
（
安
永
年
間
）

に
は
、
諸
問
屋
商
い
を
す
る
上
で
の
規
則
や
規
範
の
よ
う
な
も
の
が
成
立
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
規
則
・
規
範
の
成
立
に
は
諸
問
屋
仲
間
加
入
者
の
合
意

が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、「
安
永
年
中
の
規
矩
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
文
政
年

間
や
天
保
年
間
に
な
っ
て
も
な
お
効
力
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
諸
問
屋
と
顧
客
と
の

関
係
を
定
め
る
基
本
的
な
方
針
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

小　
　

括

　

以
上
本
章
で
は
、
車
田
五
兵
衛
家
の
資
料
を
読
み
解
く
前
提
と
し
て
、
兵
庫
津
諸

問
屋
の
仲
間
組
織
の
あ
り
方
を
概
観
し
て
き
た
。

　

兵
庫
津
諸
問
屋
は
、
兵
庫
津
に
入
る
廻
船
を
相
手
に
、
積
み
荷
の
委
託
販
売
を
請

け
負
っ
た
商
人
で
あ
る
。
尼
崎
藩
領
時
代
に
は
、「
問
屋
商
売
」
の
名
目
で
一
三
六
軒

の
問
屋
が
藩
の
認
可
を
得
て
い
た
。
明
和
六
年
に
幕
府
領
と
し
て
上
知
さ
れ
て
す
ぐ

に
株
仲
間
結
成
を
出
願
し
、
同
九
年
に
兵
庫
津
諸
問
屋
株
一
二
一
株
が
許
可
さ
れ
た
。

　

車
田
家
文
書
に
よ
る
と
、
安
永
年
間
頃
に
は
諸
問
屋
の
規
則
・
規
範
の
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
た
よ
う
で
、「
安
永
年
中
の
規
矩
」
な
ど
と
よ
ば
れ
、
諸
問
屋
と
顧
客
と
の

関
係
を
定
め
る
基
本
方
針
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
規
矩
の
全
容
は
分
か
ら
な
い
が
、

天
保
年
間
に
作
成
さ
れ
た
証
文
や
口
述
書
か
ら
、
①
新
規
開
業
す
る
と
き
は
諸
問
屋

仲
間
へ
の
加
入
を
届
け
出
る
（
諸
問
屋
株
を
取
得
す
る
）、
②
顧
客
や
取
扱
商
品
に

つ
い
て
他
の
諸
問
屋
と
競
合
し
な
い
よ
う
に
す
み
分
け
る
、
な
ど
が
基
本
方
針
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
②
に
つ
い
て
は
車
田
家
文
書
に
複
数
の
訴
訟
記
録

が
残
さ
れ
て
お
り
、
商
慣
行
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
１
）　

車
屋
五
兵
衛
家
の
営
業
形
態

　

本
章
で
は
、
①
兵
庫
津
諸
問
屋
の
営
業
形
態
、
②
商
品
管
理
の
実
態
、
③
商
品
代

２　

諸
問
屋
車
屋
五
兵
衛
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地図１　諸問屋車屋五兵衛顧客の船籍地

決
済
の
三
つ
の
観
点
か
ら
、
車
屋
五
兵
衛
家
の
経
営
実
態
を
考
え
て
み
た
い
。

　

車
屋
五
兵
衛
の
問
屋
創
業
の
経
緯
は
定
か
で
は
な
い
が
、
安
永
年
間
に
は
す
で
に

諸
問
屋
仲
間
に
加
盟
し
て
お
り

　（15）
、
天
保
期
に
は
諸
問
屋
仲
間
年
行
司
を
務
め
る
有

力
商
人
に
な
っ
て
い
た

　（16）
。
屋
敷
地
が
あ
っ
た
の
は
兵
庫
津
新
町
で
、
大
通
り
に
面

し
て
間
口
五
間
四
尺
・
奥
行
十
三
間
（
お
よ
そ
九
十
坪
）
の
屋
敷
地
と
、
間
口
三
間

四
寸
・
奥
行
一
八
間
（
お
よ
そ
五
十
坪
）
の
屋
敷
地
を
持
っ
て
い
た

　（17）
。
主
な
取
り

扱
い
商
品
は
米
穀
（
米
・
麦
・
大
豆
）
や
肥
料
（
魚
肥
・
糠
）
で
、
そ
の
他
に
銭
・

塩
・
油
な
ど
も
扱
っ
た
。

　

車
田
家
文
書
に
よ
る
と
、
商
品
を
預
か
る
蔵
は
屋
敷
地
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
よ
う
で
、
嘉
永
年
間
に
は
、
新
町
近
く
の
浜
（
浜
新
町
）
に
二
棟
の
浜
蔵
を
所
持

し
て
い
た

　（18）
。

　

地
図
１
は
、
車
屋
の
顧
客
の

船
籍
地
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

典
拠
と
し
た
の
は
車
田
家
文
書

に
含
ま
れ
る
二
冊
の
客
船
帳
だ

が
、
全
て
の
顧
客
を
網
羅
し
た

帳
面
で
は
な
い
と
さ
れ
る
点
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る

　（19）
。
取

引
先
の
分
布
は
伊
豆
か
ら
長
門

ま
で
五
か
国
に
お
よ
ぶ
も
の
の
、

特
定
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る

の
が
特
徴
で
、
特
に
知
多
半
島

に
拠
点
を
置
く
尾
州
廻
船
が
多

い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
諸
問
屋
の
商
い
に
つ
い
て
、
商
品
の
預
か
り
か
ら
販
売
先
を
探

す
ま
で
の
実
態
が
読
み
と
れ
る
資
料
を
紹
介
し
た
い

　（20）
。

　

資
料
３　
　
　

乍
恐
御
訴
訟

　
　

荷
物
取
込　
　
　
　
　

願
人　

兵
庫
新
町　
　

車
屋　

五
兵
衛

　
　
　

手
形
不
渡
り

　
　
　
　
　

御
糺
出
入　
　
　
　
　

同
所
鍛
冶
屋
町
住
屋
徳
兵
衛
か
し
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
手　
　
　
　
　
　
　

上
田
屋
権
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
木
戸
町　

和
泉
屋
い
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　

代
判　

弥
兵
衛

　
　

一
私
儀
者
諸
国
廻
船
宿
荷
請
業
体
之
者
御
座
候
処
、
右
相
手
両
人
共
干
鰯
中
買

渡
世
之
者
ニ
て
、
相
手
之
内
権
兵
衛
よ
り
当
六
月
七
日
鰯
粕
弐
百
俵
買
取
度

趣
申
之
、
任
其
意
兼
て
旅
船
よ
り
預
り
御
座
候
鰯
粕
弐
百
俵
此
代
銀
五
貫
弐

百
五
拾
七
匁
四
分
六
厘
ニ
売
渡
、
則
同
人
よ
り
金
八
拾
壱
両
弐
朱
之
手
形
壱

枚
取
、
尚
又
銭
五
百
三
十
七
文
受
取
、
早
速
名
宛
両
替
御
当
地
淡
路
町
壱
丁

目
米
屋
常
七
方
へ
取
附
ニ
罷
越
候
処
、
右
権
兵
衛
よ
り
入
銀
無
之
趣
ニ
て
不

渡
申
聞
、
無
拠
同
人
方
へ
及
掛
ヶ
合
、
右
鰯
粕
弐
百
俵
之
内
七
拾
俵
差
押
へ
、

右
手
形
差
戻
候
間
、
素
々
江
代
呂
物
差
戻
可
被
致
旨
段
々
詰
合
候
処
、
権
兵

衛
申
候
者
右
鰯
粕
実
者
和
泉
屋
い
さ
方
へ
売
附
候
へ
共
、
下
地
之
借
財
ニ
差

縺
ヲ
被
致
候
抔
と
案
外
之
儀
申
答
、
一
向
埒
明
不
申
不
得
止
事
、
い
さ
方
へ

私
方
よ
り
引
合
候
処
、
右
同
様
之
旨
申
答
、
是
又
取
敢
呉
不
申
、
甚
以
難
渋

仕
候
ニ
付
、
浜
蔵
仲
士
之
者
へ
代
呂
物
行
先
等
相
尋
候
処
、
全
和
泉
屋
い
さ

方
手
船
江
積
入
、
則
同
人
方
よ
り
仲
士
賃
等
も
貰
受
候
由
ニ
付
、
直
様
右
い

さ
宅
へ
参
候
、
右
鰯
粕
私
方
へ
差
戻
呉
候
様
相
頼
候
へ
共
、
彼
是
申
、
頓
着

不
仕
候
、
右
者
全
両
人
手
段
ヲ
以
代
呂
物
取
込
、
前
文
之
成
行
ニ
相
成
候

ハ
ヽ
、
私
よ
り
旅
船
へ
申
分
も
無
之
義
と
重
々
歎
ヶ
敷
次
第
奉
存
候
、
最
早
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下
ニ
て
可
仕
様
無
御
座
、
乍
恐
奉
願
上
候
、
何
卒
相
手
之
者
共
御
召
出
之
上
、

右
品
差
戻
呉
様
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
広
大
之
御
慈
悲
と
難
有
仕
合
と
奉
存

候
、
以
上

　

こ
の
資
料
は
、
干
鰯
代
銀
の
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
、
車
屋
五
兵
衛
が
上
田
屋
権
兵

衛
と
和
泉
屋
い
さ
（
と
も
に
兵
庫
津
の
干
鰯
仲
買
）
の
両
名
を
訴
え
た
訴
状
で
あ
る
。

こ
の
訴
状
に
は
作
成
年
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
天
保
十
三
年
七
月
二
三
日
付
の
関

連
文
書
が
あ
る
こ
と
か
ら

　（21）
、
天
保
十
三
年
頃
の
訴
訟
だ
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
の
資
料
で
は
、
車
屋
の
業
態
を
「
諸
国
廻
船
宿
荷
請
業
体
」
だ
と
表
記
し
て
い

る
。
諸
問
屋
と
い
う
用
語
を
使
わ
な
い
の
は
、
天
保
の
改
革
に
よ
り
株
仲
間
が
停
止

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
車
屋
五
兵
衛
は
、
干
鰯
仲
買
の
上
田
屋
権

兵
衛
か
ら
鰯
粕
二
〇
〇
俵
の
買
い
注
文
を
受
け
付
け
、
銀
五
貫
あ
ま
り
で
売
り
渡
し

た
。「
売
渡
」
し
た
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
別
の
箇
所
に
は
「
旅
船

よ
り
預
り
」
の
状
態
だ
っ
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
。「
諸
国
廻
船
か
ら
預
か
っ
た
商

品
の
買
い
注
文
を
受
け
付
け
た
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

商
品
代
と
し
て
受
け
取
っ
た
の
は
、
手
形
一
通
（
金
八
一
両
二
朱
）
と
銭
五
三
七

文
で
あ
っ
た
。
手
形
の
方
は
、
指
定
の
両
替
商
へ
持
ち
込
む
と
手
形
額
面
分
の
貨
幣

と
交
換
し
て
も
ら
え
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
手
形
の
指
定
両
替
商
（
名
宛

両
替
）
は
大
坂
の
淡
路
町
壱
丁
目
米
屋
常
七
で
あ
っ
た
が
、
両
替
商
米
屋
か
ら
「（
手

形
を
発
行
し
た
）
上
田
屋
権
兵
衛
か
ら
の
入
金
（
入
銀
）
が
な
い
の
で
、
こ
の
手
形

は
不
渡
り
で
あ
る
」
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
上
田
屋
権
兵
衛
は
手

形
名
宛
人
の
両
替
商
米
屋
常
七
に
金
八
一
両
二
朱
分
を
預
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
の
預
金
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

手
形
が
不
渡
り
だ
と
分
か
っ
た
車
屋
は
当
該
商
品
（
鰯
粕
）
の
差
し
押
さ
え
を
求

め
た
が
、
商
品
は
す
で
に
上
田
屋
か
ら
他
の
商
人
に
転
売
さ
れ
て
、
兵
庫
津
か
ら
運

び
出
さ
れ
て
い
た
。
商
品
代
を
回
収
で
き
な
く
な
っ
た
こ
の
状
態
に
つ
い
て
、
車
屋

は
こ
の
資
料
の
末
尾
で
「
私
（
車
屋
）
よ
り
旅
船
へ
申
し
分
も
こ
れ
無
き
」（
旅
船

＝
廻
船
へ
申
し
立
て
で
き
な
い
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

資
料
３
の
二
重
傍
線
部
の
「
旅
船
よ
り
預
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
、

も
う
一
点
別
の
資
料
を
み
て
お
き
た
い

　（22）
。

　

資
料
４　
　
　

乍
恐
御
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　

願
人　

兵
庫
津
新
町　

車
屋　

五
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
所
鍛
冶
屋
町
住
屋
徳
兵
衛
か
し
家

　
　
　
　
　
　
　
　

相
手　
　
　
　
　
　
　

上
田
屋
権
兵
衛

　
　

一
私
儀
者
諸
国
廻
船
宿
荷
請
業
体
之
者
ニ
御
座
候
処
、
旅
船
よ
り
鰯
粕
預
り
蔵

入
仕
罷
在
候
処
、
右
相
手
権
兵
衛
義
者
干
鰯
仲
買
渡
世
之
者
ニ
て
、
当
六
月

朔
日
相
手
権
兵
衛
申
候
ニ
者
、
私
客
方
よ
り
鰯
粕
注
文
申
参
候
間
、
蔵
入
之

鰯
粕
不
残
申
受
度
存
候
へ
共
、
先
手
本
ニ
少
々
貸
呉
候
様
申
候
ニ
付
、
任
其

意
鰯
〆
粕
拾
五
俵
、
此
代
銀
五
百
弐
拾
弐
匁
三
分
壱
厘
ニ
取
究
、
荷
物
相
渡

申
候
処
（
以
下
略
）

　

こ
の
資
料
は
商
品
代
の
回
収
を
求
め
る
訴
状
の
下
書
き
で
、
作
成
年
月
日
や
宛
先

表
記
を
欠
い
て
い
る
。
訴
訟
の
相
手
方
は
資
料
３
と
同
じ
上
田
屋
権
兵
衛
だ
が
、
買

注
文
を
受
け
た
日
や
商
品
数
量
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
資
料
３
と
は
別
件
の
訴
訟
だ

と
理
解
で
き
る
。
傍
線
部
に
は
「
旅
船
（
廻
船
）
か
ら
鰯
粕
を
預
か
り
蔵
入
れ
し
て

い
た
」「
上
田
屋
権
兵
衛
（
干
鰯
仲
買
）
か
ら
『
車
屋
の
客
方
か
ら
鰯
粕
の
売
り
注
文

が
あ
っ
た
の
で
、
蔵
入
り
の
鰯
粕
を
残
ら
ず
受
け
取
り
た
い
が
、
ま
ず
は
手
本
（
見

本
）
の
商
品
を
少
々
貸
し
て
ほ
し
い
』
と
申
し
出
が
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

で
は
こ
こ
で
、
以
上
二
つ
の
訴
状
か
ら
う
か
が
え
る
兵
庫
津
諸
問
屋
の
商
い
の
よ

う
す
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
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兵
庫
津
諸
問
屋
は
、
商
品
の
預
か
り
と
販
売
先
の
仲
介
（
買
い
注
文
の
取
り
付
け
）、

商
品
代
の
回
収
ま
で
を
一
括
し
て
引
き
受
け
る
と
い
う
業
態
で
あ
っ
た
。
商
品
を
蔵

（
浜
蔵
）
に
預
か
っ
た
状
態
で
仲
買
か
ら
の
買
い
注
文
を
取
り
付
け
、
交
渉
が
成
立

す
る
と
商
品
を
仲
買
に
渡
し
て
商
品
代
を
回
収
す
る
。
商
品
代
は
貨
幣
で
支
払
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
手
形
で
決
済
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

前
章
で
み
た
資
料
２
に
よ
る
と
、
諸
問
屋
は
廻
船
か
ら
口
銭
（
仲
介
手
数
料
）
を

受
け
取
り
、
仕
切
状
（
仕
切
書
）
を
発
行
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
仕
切
状
と
は

「
売
仕
切
」
の
こ
と
で
、
諸
問
屋
が
荷
主
に
宛
て
に
発
行
す
る
、
商
品
名
と
数
量
、

代
金
、
手
数
料
な
ど
を
記
し
た
計
算
書
で
あ
る
。

　

資
料
３
に
よ
る
と
、
商
品
代
決
済
の
た
め
に
干
鰯
仲
買
か
ら
振
り
出
さ
れ
た
手
形

は
「
振
手
形
」
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
資
料
３
に
は
、
①
名
宛
人
（
手
形
の
受
取
人
）

と
し
て
両
替
商
米
屋
常
七
の
名
が
あ
り
、
②
干
鰯
仲
買
上
田
屋
権
兵
衛
が
あ
ら
か
じ

め
両
替
商
に
預
け
た
預
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
と
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
振
手
形

（
現
在
の
小
切
手
に
似
た
仕
組
み
の
決
済
方
法
）
の
要
件
に
合
致
し
て
お
り

　（23）
、
大

坂
で
多
く
行
わ
れ
た
振
手
形
が
兵
庫
津
で
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
坂
の

両
替
商
米
屋
常
七
は
、
兵
庫
津
小
物
屋
町
の
塩
屋
源
兵
衛
（
塩
干
魚
仲
買
）
と
も
取

引
す
る
な
ど
、
複
数
の
兵
庫
津
商
人
を
顧
客
と
し
て
い
た
。
車
田
家
文
書
に
は
、
塩

干
魚
代
決
済
の
た
め
に
塩
屋
源
兵
衛
か
ら
預
か
っ
た
手
形
に
つ
い
て
、
米
屋
常
七
方

に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
不
渡
り
で
決
済
で
き
な
か
っ
た
と
訴
え
る
訴
状
も
残
さ
れ
て

い
る

　（24）
。

（
２
）　

蔵
入
商
品
の
管
理

　

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
諸
問
屋
車
屋
五
兵
衛
は
、
廻
船
か
ら
預
か
っ
た
商
品
を

「
蔵
入
」
し
た
状
態
で
、
仲
買
か
ら
の
買
い
注
文
を
受
け
て
い
た
。

　

こ
こ
で
い
う
蔵
と
は
、
浜
に
建
ち
な
ら
ぶ
「
浜
蔵
」
で
あ
る
。
兵
庫
津
の
浜
蔵
は

浜
頭
（
浜
仲
士
惣
代
）
と
よ
ば
れ
る
人
物
の
管
理
下
に
あ
っ
た
。
近
世
問
屋
取
引
の

構
造
を
分
析
し
た
宮
本
又
次
氏
に
よ
る
と
、
兵
庫
津
に
は
各
浜
に
一
人
の
浜
頭
が
い

た
と
い
う

　（25）
。
浜
頭
は
浜
蔵
の

を
預
か
っ
て
商
品
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、
蔵
入

り
商
品
の
数
量
を
管
理
す
る
保
証
人
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
荷
主
や
問
屋
で
あ
っ
て

も
、
浜
頭
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
浜
蔵
の

を
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
近
代

の
兵
庫
・
神
戸
の
港
湾
労
働
組
織
を
分
析
し
た
布
川
弘
氏
は
、
浜
頭
は
各
町
の
浜
の

支
配
権
と
荷
役
作
業
の
営
業
権
を
持
ち
、
問
屋
の
荷
役
を
請
け
負
う
立
場
に
あ
り
、

積
荷
の
揚
げ
降
ろ
し
労
働
を
行
う
浜
仲
士
を
統
率
し
て
い
た
と
位
置
づ
け
て
い
る
　（26）
。

　

こ
こ
で
、
浜
頭
（
浜
仲
士
惣
代
）
が
蔵
入
り
商
品
の
管
理
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
資
料
を
紹
介
し
て
お
こ
う

　（27）
。

　

資
料
５　
　
　

質
入
申
証
文
之
事

　
　

一
肥
後
大
豆　

千
五
百
俵

　
　
　
　

〆　
　
　

三
斗
七
升
五
合
入

　
　

右
之
大
豆
我
等
所
持
ニ
御
座
候
処
、
此
度
金
子
要
用
ニ
附
、
其
元
殿
へ
質
物
ニ

差
入
、
金
千
両
也
慥
ニ
受
取
借
用
申
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
壱
ヶ
月
ニ
八
朱

半
左
之
利
足
相
加
へ
来
六
月
晦
日
限
元
利
皆
済
可
仕
候
、
万
一
限
月
ニ
至
元
利

皆
済
出
来
不
申
候
ハ
ヽ
、
右
質
物
其
元
殿
御
勝
手
次
第
ニ
御
支
配
可
被
成
候
、

其
時
一
言
之
子
細
申
間
敷
候
、
為
後
日
大
豆
質
入
証
文
仍
て
如
件

　
　
　
　
　

但
し
大
豆
相
庭
下
落
致
候
ハ
ヽ
、
早
速
入
金
可
仕
候
、
已
上

　
　

慶
応
元
年　
　
　
　
　

質
入
主　

車
屋　

五
兵
衛
（
印
）

　
　
　

乙
丑
閏
五
月　
　
　

証　

人　

山
屋　

得
次
郎
（
印
）

　
　

岩
間
屋　

兵
右
衛
門
殿

　

資
料
６　
　
　

預
り
申
一
札
之
事
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一
肥
後
大
豆　

千
五
百
俵

　
　
　
　

〆　
　
　
　

三
斗
七
升
五
合
入

　
　
　

右
之
大
豆
慥
ニ
受
取
、
我
等
支
配
仕
候
浜
蔵
ニ
入
置
預
り
申
処
、
実
正
也
、

然
ル
上
者
、
右
大
豆
其
元
殿
御
入
用
之
節
者
何
時
ニ
て
も
此
書
付
ヲ
以
無
遅

滞
相
渡
可
申
候
、
万
一
我
等
退
身
致
候
ハ
ヽ
、
跡
支
配
之
者
よ
り
急
度
為
相

渡
可
申
候
、
為
後
日
大
豆
預
り
一
札
仍
て
如
件

　
　
　

慶
応
元
年　
　
　
　
　

新
町
浜
仲
士
惣
代

　
　
　
　

乙
丑
閏
五
月　
　
　

蔵
支
配
人　

備
前
屋 

長
兵
衛
（
印
）

　
　
　

岩
間
屋　

兵
右
衛
門
殿

　

こ
の
資
料
は
、
車
屋
が
資
金
繰
り
の
た
め
に
浜
蔵
の
商
品
を
質
に
入
れ
た
証
文
と
、

そ
の
付
属
文
書
で
あ
る

　（28）
。
資
料
５
で
は
、
車
屋
所
持
の
肥
後
大
豆
一
五
〇
〇
俵
を

抵
当
に
金
一
〇
〇
〇
両
を
借
り
る
と
述
べ
て
い
る
。
相
手
方
の
岩
間
屋
兵
右
衛
門
は
、

兵
庫
津
出
在
家
町
で
諸
問
屋
を
営
ん
で
い
た
。
資
料
６
の
方
は
「
預
り
申
一
札
之
事
」

と
い
う
表
題
で
、
肥
後
大
豆
一
五
〇
〇
俵
に
つ
い
て
「
た
し
か
に
受
け
取
り
、
私
た

ち
が
支
配
す
る
浜
蔵
に
入
れ
置
い
て
預
か
っ
て
い
る
」
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

資
料
６
は
新
町
浜
仲
士
惣
代
・
蔵
支
配
人
（
浜
頭
）
の
備
前
屋
長
兵
衛
が
岩
間
屋

に
宛
て
た
形
式
だ
が
、
資
料
５
の
証
文
と
同
じ
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
閏
五
月
付

け
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
筆
跡
も
資
料
５
と
全
く
同
じ
で
、
肥
後
大
豆
一
五

〇
〇
俵
の
質
入
れ
（
資
料
５
）
に
あ
た
り
、「
我
等
支
配
の
蔵
に
該
当
の
商
品
が
あ
る
」

こ
と
を
浜
頭
が
保
証
す
る
添
え
証
文
と
し
て
、
資
料
６
が
書
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

先
に
み
た
資
料
３
の
訴
訟
で
車
屋
は
、
決
済
で
き
な
か
っ
た
商
品
を
差
し
押
さ
え

る
た
め
に
、「
浜
蔵
仲
士
」（
浜
仲
士
）
に
商
品
現
物
の
所
在
を
尋
ね
て
い
た
。
諸
問

屋
の
車
屋
は
商
品
が
す
で
に
積
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
浜
仲
士
か

ら
の
指
摘
に
よ
っ
て
そ
の
事
実
を
知
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
諸
問
屋
は
帳
簿
上
で
預

か
り
商
品
の
動
静
を
把
握
し
て
い
る
も
の
の
、
商
品
現
物
の
管
理
に
は
関
わ
っ
て
お

ら
ず
、
商
品
現
物
の
管
理
は
浜
頭
（
浜
仲
士
惣
代
）
の
業
務
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
３
）　

商
品
代
の
決
済
を
め
ぐ
っ
て

　

本
章
１
節
で
み
た
よ
う
に
、
諸
問
屋
が
仲
買
か
ら
商
品
代
を
回
収
す
る
時
の
決
済

に
は
、
貨
幣
に
よ
る
決
済
と
あ
わ
せ
て
、「
振
手
形
」
が
用
い
ら
れ
た
。

　

車
屋
の
取
引
で
は
、
こ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
手
形
が
使
わ
れ
て
い
た
。
次
の

資
料
は
、
車
田
家
文
書
に
含
ま
れ
る
荷
為
替
手
形
で
あ
る

　（29）
。

　

資
料
７　
　
　
　

覚

　
　

一
金
三
百
両
也

　
　

右
者
今
般
日
比
弥
兵
衛
殿
へ
為
替
取
組
、
当
地
ニ
て
慥
ニ
受
取
申
候
、
代
り
金

　
　

此
書
付
引
替
御
渡
可
被
下
候
、
以
上

　
　

酉
七
月　
　
　
　
　

住
田
屋
佐
七
（
印
：
尾
州
内
海
／
内
佐
）

　
　

車
屋
五
兵
衛
殿
へ

　
　

 

（
裏
書
）

　
　

「　
　

表
書
之
通
り
慥
ニ
受
取
申
候

　
　
　
　

酉
七
月
八
日　
　

日
比
佐
兵
衛
（
印
：
尾
州
内
海
／
伊
通
丸
）」

　

尾
州
廻
船
船
主
（
知
多
郡
内
海
）
の
内
田
佐
七
が
車
屋
五
兵
衛
宛
て
に
振
り
出
し

た
も
の
で
、「（
尾
州
知
多
郡
西
畑
の
）
日
比
弥
兵
衛
方
で
為
替
の
取
り
組
み
を
行
っ

た
」と
書
か
れ
て
い
る
。

　

荷
為
替
手
形
と
は
、
江
戸
時
代
の
商
品
取
引
で
用
い
ら
れ
た
決
済
手
段
の
一
つ
で
、

逆
手
形
（
戻
手
形
）
の
形
態
を
と
る

　（30）
。
荷
積
問
屋
・
船
持
は
、
商
品
を
船
積
み
す

る
際
に
自
分
の
取
引
先
両
替
商
か
ら
資
金
を
前
借
り
し
、
荷
受
問
屋
宛
て
に
先
払
い

代
金
の
支
払
い
を
求
め
る
荷
為
替
手
形
を
振
り
出
す
。
荷
為
替
手
形
は
、
商
品
と
と
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も
に
荷
受
問
屋
に
送
ら
れ
る
。
荷
受
問
屋
は
こ
の
手
形
を
両
替
商
に
持
ち
込
ん
で
決

済
を
完
了
さ
せ
る
。

　

車
田
家
に
残
る
荷
為
替
手
形
は
十
二
枚
、
全
て
車
屋
五
兵
衛
宛
て
で
、
う
ち
十
一

枚
が
尾
州
廻
船
の
船
主
や
船
頭
か
ら
振
り
出
さ
れ
て
い
る
。
為
替
取
組
を
行
っ
た
両

替
商
は
、
尾
州
知
多
半
島
の
商
人
と
大
坂
の
両
替
商
が
多
い
。
尾
州
廻
船
が
持
ち
込

ん
だ
商
品
の
先
払
い
決
済
や
内
金
決
済
に
、こ
の
手
形
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
車
屋
五
兵
衛
宛
て
の
「
振
手
形
」
三
通
、「
振
差
紙
」
三
通
、「
預
り

手
形
」
一
通
が
残
さ
れ
て
い
る
。
振
手
形
三
通
の
振
出
人
は
、
高
砂
浦
（
播
磨
国
）

の
川
岸
屋
亀
太
郎
ほ
か
高
砂
の
商
人
で
あ
る
。
振
差
紙
の
振
出
人
は
、
尾
州
廻
船
船

主
の
内
田
佐
七
、
尾
道
（
安
芸
国
）
の
竹
原
屋
七
郎
右
衛
門
、
兵
庫
津
の
新
力
丸
善

助
で
あ
る
。

　

江
戸
期
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
分
析
し
た
研
究
に
よ
る
と
、
振
手
形
・
振
差
紙
・
預

り
手
形
は
い
ず
れ
も
両
替
商
宛
て
に
振
り
出
さ
れ
た
手
形
だ
と
さ
れ
る
。尾
州
廻
船
・

内
海
船
と
兵
庫
津
と
の
商
取
引
を
研
究
し
た
斎
藤
氏
は
、
尾
州
廻
船
は
兵
庫
津
問
屋

に
取
替
金
・
貸
越
金
を
預
け
て
お
り
、
兵
庫
津
の
問
屋
が
取
引
資
金
の
金
融
機
関
機

能
を
担
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る

　（31）
。

　

こ
れ
ら
手
形
の
分
析
は
、
諸
問
屋
業
務
を
め
ぐ
る
資
金
の
流
れ
を
裏
付
け
る
重
要

な
課
題
で
あ
る
が
、
車
田
家
文
書
に
は
会
計
帳
簿
が
含
ま
れ
ず
、
そ
の
全
体
像
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

小　
　

括

　

以
上
本
章
で
は
、
諸
問
屋
車
屋
五
兵
衛
の
商
い
に
つ
い
て
、
車
田
家
文
書
か
ら
読

み
取
れ
る
こ
と
を
提
示
し
て
き
た
。

　

兵
庫
津
諸
問
屋
は
、
廻
船
の
積
み
荷
を
荷
揚
げ
し
て
浜
蔵
で
預
か
り
、
仲
買
か
ら

の
買
い
注
文
を
受
け
付
け
た
。
買
い
注
文
が
成
立
す
る
と
、
仲
買
か
ら
商
品
代
金
を

回
収
し
て
廻
船
側
へ
の
決
済
を
完
了
さ
せ
た
。
車
屋
は
、
仲
買
か
ら
商
品
代
金
が
回

収
で
き
な
い
状
態
を
「
旅
船
（
廻
船
）
に
迷
惑
が
か
か
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
兵

庫
津
諸
問
屋
の
商
い
と
は
、
積
み
荷
の
預
か
り
、
委
託
販
売
、
商
品
代
金
の
回
収
と

決
済
の
全
て
に
責
任
を
負
う
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

も
っ
と
も
車
屋
は
商
品
実
物
の
管
理
に
は
深
く
関
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
、
浜
蔵

に
収
め
た
商
品
は
、
港
湾
の
荷
役
作
業
を
統
括
す
る
浜
頭
（
浜
仲
士
惣
代
）
の
管
理

下
に
あ
っ
た
。

　

車
田
家
文
書
に
は
、
尾
州
廻
船
か
ら
車
屋
宛
て
の
荷
為
替
手
形
が
複
数
枚
残
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
車
屋
宛
て
の
振
手
形
・
振
差
紙
も
数
枚
ず
つ
残
さ
れ
て
い
る
。
荷
為

替
手
形
は
、
廻
船
か
ら
預
か
っ
た
商
品
の
先
払
い
決
済
や
内
金
決
済
と
の
関
わ
り
、

後
者
の
手
形
類
は
、
廻
船
の
取
引
資
金
を
預
か
る
な
ど
の
金
融
機
関
機
能
を
担
っ
た

こ
と
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
る
が
、
詳
し
い
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　　

本
稿
で
は
、
宝
塚
市
が
所
蔵
す
る
車
田
家
文
書
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
兵
庫
津
諸

問
屋
車
屋
五
兵
衛
家
の
営
業
形
態
を
提
示
し
て
き
た
。

　

車
屋
が
営
ん
だ
諸
問
屋
の
商
い
と
は
、
積
み
荷
の
預
か
り
、
委
託
販
売
、
商
品
代

金
の
回
収
と
決
済
の
全
て
に
責
任
を
負
う
と
い
う
営
業
形
態
で
あ
っ
た
。
預
か
っ
た

商
品
は
車
屋
が
所
持
す
る
蔵
（
浜
蔵
）
に
納
め
る
も
の
の
、
商
品
実
物
の
管
理
に
は

深
く
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
浜
蔵
の
商
品
管
理
は
、
港
湾
の
荷
役
作
業
を
統
括
す
る
浜

頭
（
浜
仲
士
惣
代
）
の
管
轄
事
項
で
あ
っ
た
。

　

兵
庫
津
諸
問
屋
の
特
徴
と
し
て
、
特
定
の
商
品
だ
け
を
取
り
扱
う
専
業
問
屋
化
が

お
わ
り
に
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進
ん
で
お
ら
ず
、
廻
船
が
積
ん
で
き
た
各
種
商
品
を
扱
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る

　（32）
。
た
だ
し
諸
問
屋
仲
間
に
は
、
他
の
諸
問
屋
と
競
合
し
な
い

よ
う
顧
客
や
取
引
商
品
を
す
み
分
け
る
と
い
う
取
引
慣
行
が
あ
り
、
自
家
の
顧
客
が

積
ん
で
き
た
商
品
の
全
種
類
を
一
括
し
て
扱
え
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

本
稿
で
扱
っ
た
の
は
天
保
末
〜
慶
応
期
の
事
例
で
、
車
屋
が
兵
庫
津
の
有
力
な
諸

問
屋
と
し
て
存
在
感
を
示
し
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
天
保
十
三
年
の
株
仲
間
停
止

と
嘉
永
四
年
の
株
仲
間
再
興
、
同
五
年
の
箱
館
産
物
会
所
の
設
置
に
よ
る
流
通
構
造

の
再
編
な
ど
、
兵
庫
津
を
取
り
ま
く
流
通
構
造
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
時
期
に
あ

た
る
。
こ
れ
ら
の
動
向
が
車
屋
五
兵
衛
家
の
諸
問
屋
経
営
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を

及
ぼ
し
た
は
ず
だ
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
諸
問
屋
の
実
態
を
提
示
す
る
こ
と
に
重
点
を

置
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
２
章
の
最
後
で
触
れ
た
手
形
の
詳
し
い
分
析
も
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で

あ
る
。
車
田
五
兵
衛
家
の
経
営
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

註

現
在
』
二
〇
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
斎
藤
氏
は
、
車
屋
五
兵
衛
に
つ
い
て

「
一
次
・
二
次
の
長
州
戦
争
の
は
ざ
ま
の
時
期
に
、
軍
需
物
資
た
る
米
を
、
兵
庫
に

お
い
て
一
五
〇
〇
俵
余
り
も
集
荷
し
う
る
手
腕
を
も
つ
」
問
屋
だ
と
評
価
し
て
い
る

（
斎
藤
氏
前
掲
書
三
三
三
〜
三
三
四
頁
）。

（5）　

石
川
道
子
「
兵
庫
津
車
屋
五
兵
衛
家
の
船
宿
経
営―

宝
塚
市
市
史
資
料
室
に
寄
贈

さ
れ
た
「
車
田
家
文
書
」
よ
り―

」（『
市
史
研
究
紀
要
た
か
ら
づ
か
』
二
六
、
二
〇

一
三
年
）。
こ
の
文
書
群
の
史
料
価
値
に
つ
い
て
河
野
未
央
氏
は
、「
知
多
半
島
を
拠

点
と
し
て
活
躍
し
た
「
内
海
船
」（
中
略
）
の
船
宿
が
兵
庫
津
に
あ
り
、
重
要
な
取
引

相
手
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
史
料
が
断
片
的
に
し
か
残
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
斎
藤
善
之
氏
の
成
果
以
降
は
大
き
な
研
究
の
進
展
は
み
ら
れ
て

い
な
い
」
と
し
、
兵
庫
津
の
歴
史
研
究
を
進
展
さ
せ
る
文
書
群
と
し
て
高
く
評
価
し

て
い
る
（
河
野
未
央
「
兵
庫
津
車
屋
五
兵
衛
家
の
生
活
文
化―

宝
塚
市
市
史
資
料
室

寄
贈
「
車
田
家
文
書
」
よ
り
「
祝
い
事
」
を
中
心
に―

」、『
市
史
研
究
紀
要
た
か
ら

づ
か
』
二
八
、
二
〇
一
七
年
）。

（6）　

宮
本
氏
前
掲
書
二
二
六
頁
（
註
2
）。
兵
庫
津
諸
問
屋
に
つ
い
て
は
同
書
に
よ
る
。

（7）　
「
南
鐐
銀
拝
借
願
書
」
安
永
九
年
（
神
戸
市
編
『
神
戸
市
史
』
資
料
一
、
一
九
二
三

年
）。
大
国
正
美
「
太
平
の
世
の
港
町
と
役
割
」（
神
木
哲
男
ほ
か
編
『
歴
史
海
道
の

タ
ー
ミ
ナ
ル―

兵
庫
の
津
の
物
語―

』（
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六

年
、
一
八
六
頁
）
に
よ
る
と
、
こ
の
問
屋
改
め
は
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
行
わ

れ
た
。

（8）　
こ
の
頃
の
兵
庫
津
の
役
割
は
、「
天
下
の
台
所
・
大
坂
の
外
港
的
な
役
割
を
持
っ

て
」
お
り
、
兵
庫
津
の
問
屋
は
「
大
坂
と
江
戸
を
結
ぶ
菱
垣
廻
船
問
屋
の
系
列
下
に

置
か
れ
て
い
」
た
と
さ
れ
る
（
大
国
氏
前
掲
書
一
八
六
頁
、
註
7
）。

（9）　
兵
庫
津
の
諸
問
屋
仲
間
に
つ
い
て
は
、
中
部
氏
前
掲
論
文
（
註
2
）・
宮
本
氏
前
掲

書
（
註
2
）
に
よ
る
。

（1）　
『
新
修
神
戸
市
史
』
歴
史
編
Ⅲ
近
世
（
神
戸
市
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
）。

（2）　

宮
本
又
次
『
近
世
商
業
組
織
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
）、
斎
藤
善
之

『
内
海
船
と
幕
藩
制
市
場
の
解
体
』（
柏
書
房
、
一
九
九
四
年
）、
中
部
よ
し
子
「
近

世
に
お
け
る
都
市
間
の
流
通
と
変
化
」（
中
部
よ
し
子
編
『
大
坂
と
周
辺
諸
都
市
の
研

究
』、
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
）。

（3）　

原
直
史
「
全
国
市
場
の
展
開
」（
大
津
透
ほ
か
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
一
二

巻
近
世
３
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
一
二
八
〜
一
三
〇
貢
）。

（4）　

車
屋
五
兵
衛
に
触
れ
た
研
究
と
し
て
、
斎
藤
氏
前
掲
書
（
註
2
）
の
ほ
か
、
高
部

淑
子
「
上
方
に
お
け
る
尾
州
廻
船
の
活
動
と
兵
庫
・
大
坂
」（『
知
多
半
島
の
歴
史
と
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付
記　

車
田
家
文
書
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
宝
塚
市
立
中
央
図
書
館
市
史
資
料
室

津
田
千
陽
氏
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
兵
庫
県
企
画
部
地
域
振
興
課
・
当
館
学
芸
員
）

（21）　

車
田
家
文
書
一
二
八
「
乍
恐
口
上
」
天
保
十
三
年
。

（22）　

車
田
家
文
書
七
〇
「
乍
恐
御
訴
訟
」。

（23）　

鹿
野
嘉
昭
「
江
戸
期
大
坂
に
お
け
る
両
替
商
の
金
融
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」（『
経
済

学
論
叢
』
五
二‒

二
、
二
〇
〇
〇
年
）、
鎮
目
雅
人
「
江
戸
期
日
本
の
決
済
シ
ス
テ
ム

―

貨
幣
、
信
用
、
商
人
、
両
替
商
の
機
能
を
中
心
に―

」（『
国
民
経
済
雑
誌
』
一
九

七‒

五
、
二
〇
〇
八
年
）。

（24）　

車
田
家
文
書
七
七
「
乍
恐
書
附
ヲ
以
奉
願
上
候
」
天
保
十
三
年
（
石
川
氏
前
掲
論

文
五
三
頁
、
註
5
）。

（25）　

宮
本
氏
前
掲
書
（
註
2
）、
二
六
九
頁
。

（26）　

布
川
博
「
明
治
期
都
市
職
人
組
織
の
再
編
と
社
会
秩
序―

兵
庫
・
神
戸
の
浜
仲
仕

業
を
中
心
と
し
て―

」（『
人
民
の
歴
史
学
』
一
一
二
、
一
九
九
二
年
）。

（27）　

車
田
家
文
書
一
〇
「
預
り
申
一
札
之
事
」
慶
応
元
年
、
同
一
一
「
質
入
申
証
文
之

事
」
慶
応
元
年
。

（28）　

石
川
氏
前
掲
論
文
に
、
資
金
繰
り
の
た
め
に
商
品
を
兵
庫
津
商
人
に
質
入
れ
す
る

行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
五
一
〜
五
二
頁
、
註
5
）。

（29）　

車
田
家
文
書
一
〇
四
「
覚
」。

（30）　

新
保
博
「
徳
川
時
代
の
商
業
金
融―

荷
為
替
金
融
を
め
ぐ
っ
て―

」（『
国
民
経
済

雑
誌
』
一
一
五-

一
、
一
九
六
七
年
、
四
〇
〜
四
一
貢
）。

（31）　

斎
藤
氏
前
掲
書
二
三
九
頁
・
三
三
二
頁
（
註
2
）。

（32）　
『
新
修
神
戸
市
史
』（
註
1
）、
宮
本
氏
前
掲
書
（
註
2
）
ほ
か
。

（10）　
「
諸
問
屋
仲
間
定
書
」
天
保
十
二
年
（
神
戸
市
編
『
神
戸
市
史
』
資
料
二
、
一
九
二

三
年
）。

（11）　

宝
塚
市
立
中
央
図
書
館
市
史
資
料
室
所
蔵
車
田
家
文
書
一
一
九
「
一
札
」
天
保
十

年
。
前
掲
石
川
論
文
に
も
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
註
5
、
四
五
頁
）。

（12）　

斎
藤
氏
前
掲
書
一
九
七
頁
（
註
2
）。

（13）　

安
永
二
〜
三
年
の
兵
庫
津
諸
問
屋
中
の
口
銭
納
入
記
録
に
は
渡
海
屋
善
右
衛
門
の

名
が
な
く
（
「
口
銭
高
書
上
目
録
控
」、
神
戸
市
編
『
神
戸
市
史
』
資
料
二
）、
同
九

年
に
兵
庫
津
諸
問
屋
が
南
鐐
銀
二
〇
〇
〇
両
を
拝
借
し
た
際
に
は
、
質
物
を
差
し
出

し
た
諸
問
屋
の
一
軒
と
し
て
渡
海
屋
善
右
衛
門
の
名
が
あ
が
る
（「
南
鐐
銀
拝
借
願

書
」、
註
7
）。
渡
海
屋
善
右
衛
門
は
安
永
三
〜
九
年
頃
に
諸
問
屋
仲
間
に
加
入
し
た

よ
う
で
あ
る
。

（14）　

車
田
家
文
書
一
二
六
「
乍
憚
口
上
」
天
保
十
二
年
。

（15）　

石
川
氏
前
掲
論
文
三
三
頁
（
註
5
）。

（16）　
「
諸
問
屋
仲
間
日
記
」（
註
10
）。

（17）　

兵
庫
津
新
町
の
屋
敷
地
と
取
り
扱
い
商
品
は
、
斎
藤
氏
前
掲
書
二
〇
四
〜
二
〇
六

頁
・
二
〇
七
頁
に
よ
る
（
註
2
）。

（18）　

車
田
家
文
書
「
家
屋
敷
質
入
証
文
之
事
」
嘉
永
七
年
。
同
文
書
に
よ
る
と
、
桁
行

五
間
・
梁
行
十
間
半
（
約
九×

十
九
ｍ
）、
惣
瓦
葺
き
、
三
か
所
の
出
入
り
口
を
持
つ

蔵
で
あ
っ
た
。

（19）　

う
ち
一
冊
に
は
「
覚
」、
も
う
一
冊
に
は
「
尾
州
勢
州
御
客
控
」
と
い
う
表
題
が
あ

る
。
前
者
は
表
紙
右
肩
に
「
は
廿
五
」
の
朱
書
き
が
あ
る
綴
り
、
後
者
は
尾
張
に
拠

点
を
も
つ
船
主
の
船
籍
地
と
名
前
だ
け
が
書
か
れ
た
帳
面
で
あ
る
。
こ
の
二
冊
に
つ

い
て
石
川
氏
は
、
諸
問
屋
の
営
業
権
を
明
示
す
る
た
め
に
書
か
れ
る
「
客
船
帳
」
に

相
当
す
る
顧
客
名
簿
だ
が
、
二
冊
と
も
に
全
て
の
顧
客
を
網
羅
し
た
帳
面
で
は
な
い

と
み
ら
れ
る
と
評
価
し
て
い
る
（
石
川
氏
前
掲
論
文
三
六
〜
四
〇
頁
、
註
5
）。

（20）　

車
田
家
文
書
一
五
四
「
乍
恐
御
訴
訟
」。
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